
岩国市協働のまちづくり促進計画（案）に対する意見と市の考え方 

 

１ 結果の概要 

 ⑴ 意見の募集期間 平成 28 年５月６日（金）から同年６月５日（日）まで 

 ⑵ 提出者数 １人 

 ⑶ 意見の件数 ６件 

２ 意見の内容及び市の考え方 

該当項目 意見の内容 市の考え方 

第３章第１節  岩国

市の推進体制 

市民全てが参加資格を有する

「市民会議」を立ち上げ、全

体的な討論を行う場である

「全体会議」と、テーマごと

に市民有志による具体的なプ

ランの検討・実践を行う場と

しての「運営委員会」を設け

るべきだと考えます。 

協働事業の実施に当たって

は、必要に応じて、アンケー

ト、パブリックコメント、説

明会、ワークショップ、専門

委員会などの中から適切な方

法を選択して市民の皆様の意

見を伺うこととしておりま

す。 

12 頁の２「制度設計」には⑴

「共同意識の啓発を進める体

制づくり」「⑵情報共有制度整

備」「⑶協働事業提案制度」が

記述されていますが、これら

はいずれもこれから整備を行

うとあります。このような制

度づくりこそが促進計画の重

要な中身なのではありません

か。 

本計画は岩国市における協働

のまちづくりの促進の基本的

な方針を定めたものであり、

個々の具体的な行動計画等に

つきましては今後個別に定め

てまいります。 

第３章第３節  協働

のまちづくり支援事

業 

18 頁に記載の２「岩国市みん

なの夢をはぐくむ交付金」の

平成 27 年度の実績を見ると、

地縁型市民活動団体には交付

金があるが、テーマ型市民活

動団体には交付金がないとい

う理解でいいですか。 

岩国市みんなの夢をはぐくむ

交付金は、市民活動の活性化

と新しい公共の担い手となる

市民活動団体の発掘及び育成

を図るため、市民の公益の増

進に寄与することを目的とす

る活動を行う市民活動団体に

対して交付しており、この市

民活動団体には地縁型市民活

動団体のほかテーマ型市民活

動団体も含まれます。 

計画（案）全体 協働のまちづくりに関し市民

が参画する取組として、例え

いただいた御意見について

は、今後の参考とさせていた



ば錦帯橋から千石原にかけて

の桜並木道路の植樹帯の清

掃・美化活動や植栽の維持・

管理といった社会実験をして

みてはいかがでしょうか。 

だきます。 

スポーツによる健康づくりや

防災活動等における米軍関係

者との協働のまちづくりにつ

いて是非検討してください。 

いただいた御意見について

は、今後の参考とさせていた

だきます。 

「行政」「市役所」「市」とい

う単語の使い分けに留意して

ください。 

分かりやすい計画となるよ

う、策定までに再度見直しま

す。 

 


